
☆

　（支払った医療費）-（保険金などで補填される金額）- 10万円 = 控除額
☆

　（支払った医療費）-（保険金などで補填される金額）-（所得の合計額の5％）= 控除額

所得の合計額が200万円以上の方

所得の合計額が200万円未満の方

医療費控除は医療費が還付される制度ではなく、所得か
ら控除して計算することで、所得税の還付や減額、住民
税の減額をする制度です。

　あなたやあなたと生計を一にする配偶者その他の親族のために、令和6年1月1日から12月31日ま
でに支払った医療費がある場合は、次の計算式によって計算した金額を医療費控除として200万円
を限度に所得から差し引くことができます。

医療費控除

医療費控除や医療費控除の特例（セルフメディケーション税制）に関する詳しい内容（対
象となる医療費など）は、税務署発行のパンフレットや、国税庁ホームページをご覧くだ
さい。

医療費
控除の
明細書
記載の例

※小数点以下切り捨て


